
 - 1 - 

     第三日   平成二十七年三月十二日             開  議  午前九時五十九分  

 

○議長（野呂日出男君）  

  皆さん、おはようございます。  

  ただいまの出席議員数は十三名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。  

  日程第一、発議第一号二〇一五年最低賃金の大幅引き上げと中小零細企業支援の拡充を求める意見書案を議題といたし

ます。  

  お諮りいたします。発議第一号は趣旨説明、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。  

  これから発議第一号を採決いたします。発議第一号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、発議第一号は原案のとおり可決されました。  

  なお、意見書の取り扱いについては、本職にご一任願います。  

  日程第二、報告第一号専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（平成二十六年度藤崎町一般会計補正予算（第九

回））を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  
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  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから報告第一号を採決いたします。本報告はこれを承認することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、報告第一号は承認することに決定しました。  

  日程第三、諮問第一号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから諮問第一号を採決いたします。諮問第一号は原案のとおり適任と認めることにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、諮問第一号は原案のとおり適任と認めることに決定いたしました。  

  日程第四、諮問第二号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから諮問第二号を採決いたします。諮問第二号は原案のとおり適任と認めることにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、諮問第二号は原案のとおり適任と認めることに決定しました。  

  日程第五、議案第一号地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正に伴う関係条例の整備等に関する条例案を議題と
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いたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第一号を採決いたします。議案第一号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第一号は原案のとおり可決されました。  

  日程第六、議案第二号藤崎町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二号を採決いたします。議案第二号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二号は原案のとおり可決されました。  

  日程第七、議案第三号藤崎町債権管理条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  条例の中で、第四条の二項のところに、町の債権を適正に管理するための体制を整備するものとするというふうにある

ん で す け れ ど も 、 こ れ は 第 四 条 の 二 、 今 ま で も 債 権 管 理 そ の も の は や っ て き た わ け で あ り ま す け れ ど も 、 た だ 、 住 宅 、

家 賃 の 問 題 だ と か 、 調 停 や 裁 判 に 行 か ざ る を 得 な い と い う 問 題 も あ っ た ん で す け れ ど も 、 こ の 町 の 債 権 を 適 正 に 管 理 す
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る た め の 体 制 を 整 備 す る と い う 、 現 状 は ど う あ っ て 、 こ れ か ら ど う い う ふ う な 方 向 で や ろ う と し て い る の か と い う こ と

についてはどうでしょうか。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  お答えいたします。まず、この条例の制定の第一目的としましては、町民負担の公平性と財政の健全化を確保するとい

う こ と で 、 全 庁 的 な 債 権 管 理 の 徹 底 を 図 り た い と い う こ と で 今 回 の 債 権 管 理 条 例 と な っ て お り ま す 。 内 容 と し ま し て は 、

今 ご 指 摘 の あ り ま し た 、 こ れ は も と も と 地 方 自 治 法 と か 施 行 令 、 あ る い は 民 法 に 債 権 管 理 に つ い て は 規 定 さ れ て お り ま

す 。 た だ 、 新 た に 全 庁 的 な 債 権 管 理 条 例 を 定 め る と い う こ と は 、 債 権 管 理 を 全 庁 で 取 り 組 み ま し ょ う と い う こ と で 制 定

し た わ け で ご ざ い ま す 。 具 体 的 に は ど う い う こ と を や る か と い い ま す と 、 第 五 条 に 書 い て い ま す よ う に 、 債 権 を 持 っ て

い る 各 債 権 所 管 課 に 台 帳 整 備 と 徴 収 計 画 を つ く っ て も ら う と い う こ と と 、 債 権 放 棄 に 関 し ま し て は 、 今 ま で 所 在 不 明 な

ど 、 あ る い は ま た 破 産 、 倒 産 、 死 亡 、 そ の 他 に お い て は 無 資 力 状 態 に あ る も の を 落 と し て き た ん で す け れ ど も 、 こ れ は

明 文 化 し た い と い う こ と で 条 例 に 定 め ま し た 。 た だ 、 そ の 無 資 力 状 態 に あ る も の と い っ て も 、 ど う い っ た 人 を 無 資 力 状

態 と い う の か 、 や は り 情 報 が な け れ ば で き な い と い う こ と で 、 各 課 共 通 認 識 の も と に お い て 債 権 を 管 理 し て い き た い と

いうことで、今回の条例の制定になっております。以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  これまでもやってきたことをきちんと条例化もして、台帳もつくってやろうということなんですけれども、その条文の

中 の 第 十 条 で す け れ ど も 、 強 制 執 行 等 と い う 問 題 が あ り ま す 。 債 権 管 理 者 は 町 長 を 含 め て 町 と し て 強 制 執 行 も す る ん だ
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と い う よ う な こ と 、 実 際 や っ て き た 事 例 も あ る の か な と 、 強 制 執 行 に つ い て で す け れ ど も 、 強 制 執 行 の 事 例 は 今 日 ま で

どういう状況にあるのかということについてはどうでしょうか。  

  もう一つ、ここのただし書きのところで、ただし、第十三条に規定する徴収停止の措置をとる場合、または履行期限を

延 長 す る 、 国 保 だ と か は 履 行 期 限 を 延 長 し た り 、 あ る い は 分 割 納 付 し た り し て や っ て い る ん で す け れ ど も 、 そ う い う 場

合 は 認 め ら れ る と い う の は わ か る ん で す 。 お 聞 き し た い の は 、 そ の 他 特 別 な 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 は 強 制 執 行 は し な

い ん だ と い う よ う な 書 き ぶ り な ん で す け れ ど も 、 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 は と い う の は ど う い う ケ ー ス を 想 定 し て 、

どういう場合を想定なさっているのでしょうか。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  十条の強制執行等、これは手続的には本来であれば法律に基づき財産の差し押さえ、差し押さえた財産の競売というこ

と が 柱 で ご ざ い ま す け れ ど も 、 実 際 に こ れ ま で も 地 方 自 治 法 と か 施 行 令 に お い て も こ う い う 文 言 が ご ざ い ま す 。 た だ 、

実 際 行 っ た か と い う と 、 現 状 で は 行 っ て お り ま せ ん 。 条 例 で 定 め て も 、 実 際 行 う と な る と そ れ な り の 人 材 の 育 成 と か 債

権 担 当 部 署 の 設 置 と い っ た 、 そ れ な り の 人 的 な 時 間 的 な も の も あ る の で 、 こ れ は 現 時 点 で は 一 朝 一 夕 に は で き な い の か

なと思っております。  

  もう一点、その他特別の事情ということでございますけれども、今現在においては先ほどもご説明しましたように、無

資 力 の 状 態 の 人 で あ れ ば や は り そ こ ま で 行 く 必 要 は な い の で は な い か な と い う こ と で 、 債 権 の 放 棄 等 に お い て は 検 討 し

ていかなければならないのかなと考えております。以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  
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○十三番（浅利直志君）  

  最近、自治体の中で強制執行をどんどんやるというのも出ているわけであります。藤崎町がそうだということではあり

ま せ ん 。 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 、 無 資 力 の 状 態 の 判 断 の 問 題 と 、 そ れ か ら 公 的 な 児 童 手 当 だ と か 、 あ る

い は 年 金 だ と か 、 そ れ を 滞 納 が あ る と い う こ と で 強 制 執 行 を や れ ば 債 権 が あ る か ら や れ ば い い と い う よ う な 問 題 で は な

い ん だ ろ う と い う ふ う な 、 そ の 辺 の 理 解 を き ち ん と し て 、 こ の 債 権 管 理 条 例 の 実 務 と 執 行 に 当 た っ て い た だ き た い と い

う要望を申し述べておきたいと思います。  

  それで、初めにお聞きしたいのは、町の債権管理者というのは町長及び地方公営企業法第七条に規定する管理者をいう

と な っ て い る ん で す け れ ど も 、 我 が ほ う も 地 方 公 営 企 業 法 を 全 面 適 用 と い う こ と な の で 、 町 長 と 公 共 下 水 道 課 長 と い う

ふうに考えてよろしいんですか。それとも町長だけなんですか。その辺はどういう運用なのでしょうか。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  地方公営企業法においては上下水道事業管理者、これは設置しておりません。地方公営企業法においては、設置してい

な い 場 合 は 町 長 と 規 定 さ れ て お り ま す の で 、 町 長 と い う こ と で 解 釈 し て い た だ け れ ば い い と 思 い ま す 。 以 上 で ご ざ い ま

す。  

○議長（野呂日出男君）  

  これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第三号を採決いたします。議案第三号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第三号は原案のとおり可決されました。  

  日程第八、議案第四号藤崎町課設置条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第四号を採決いたします。議案第四号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第四号は原案のとおり可決されました。  

  日程第九、議案第五号藤崎町議会委員会条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第五号を採決いたします。議案第五号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第五号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十、議案第六号藤崎町行政手続条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第六号を採決いたします。議案第六号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第六号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十一、議案第七号藤崎町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第七号を採決いたします。議案第七号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第七号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十二、議案第八号藤崎町ふるさと寄附条例の全部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。奈良岡文英君。  

○五番（奈良岡文英君）  

  議案第八号藤崎町ふるさと寄附条例の全部を改正する条例案について伺います。第二条に寄附金を使う、活用する事業

というのが五項目ほど書かれておりますけれども、具体的にどういうことが想定されるのか、伺いたいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  きょうの新聞にも載っておりましたけれども、弘前市では弘前城の石垣の改築等で非常に効果が上がっているというこ

と で 、 我 々 も 町 を 発 信 し て い く た め に も 、 ふ る さ と 寄 附 を し て い た だ く 方 に 事 業 を 発 信 し て ア ピ ー ル し て 寄 附 を 募 る と
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い う 形 を と り た い と い う こ と か ら 、 今 回 の 条 例 改 正 を 行 う わ け で す け れ ど も 、 納 税 者 の 方 が こ の 事 業 に 使 っ て く れ と い

うことを今後アピールしていくためにも、ぜひこの条例案を改正したいということでございます。  

  どういう事業を想定しているかということでございますが、まだ明確な、この事業に投入するということは決めてござ

い ま せ ん が 、 今 後 、 地 方 創 生 等 で 町 を 再 生 し て い く と い っ た 事 業 等 が ふ さ わ し い の で は な い か と 。 今 後 は 納 税 者 の 方 に

も こ う い う よ う に 使 っ た と い う こ と 、 い わ ゆ る 往 復 の こ と が で き る よ う な 改 正 を 行 う も の で す の で 、 ど う ぞ よ ろ し く お

願いいたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  奈良岡文英君。  

○五番（奈良岡文英君）  

  きょうの新聞は私も見ましたけれども、我が町の、全国にそういう自慢できるようなというか、発信できるような、そ

う い う 価 値 を 見 出 せ る よ う な 事 業 が あ れ ば い い ん で す け れ ど も 、 ふ る さ と を 思 う と い う 気 持 ち で 納 税 し て く れ る 方 に は

大 変 あ り が た い と 思 う ん で す け れ ど も 、 多 く 集 ま る こ と に こ し た こ と は あ り ま せ ん け れ ど も 、 最 近 ふ る さ と 納 税 に 対 す

る 謝 礼 品 の こ と が 話 題 に な っ て お り ま す け れ ど も 、 余 り に も エ ス カ レ ー ト し た 謝 礼 品 を お 礼 と し て 送 る と い う こ と は 本

当 の ふ る さ と を 思 っ て 納 税 す る と い う こ と か ら ち ょ っ と 趣 旨 が 外 れ て い く ん で は な い か と 、 ず れ て い く ん で は な い か と

い う 、 そ の 謝 礼 品 欲 し さ の た め に 納 税 す る と い う 、 そ う い う 本 来 の 趣 旨 か ら 外 れ て い く と い う こ と も な い わ け で は な い

と思うんですけれども、我が町では納税者に対してどのぐらいの謝礼品を考えているのか、お伺いいたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  町長平田博幸君。  

○町長（平田博幸君）  

  非常にこの取り組みについては後方、おくれをとってしまいまして、非常に反省しているところでございます。昨年の
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盆 過 ぎ の あ た り に 、 企 画 財 政 課 長 に も っ と も っ と 積 極 的 に 取 り 組 む 指 示 を 出 し ま し た 。 今 、 奈 良 岡 議 員 の こ と は も ち ろ

ん 念 頭 に 置 か な け れ ば な ら な い け れ ど も 、 例 え ば 特 産 欲 し さ に 全 国 か ら い ろ い ろ な 意 味 で た く さ ん の 自 治 体 に ま た ふ る

さ と 納 税 さ れ て い る の も 事 実 で ご ざ い ま す 。 二 週 ぐ ら い 前 の 週 間 現 代 、 私 ち ょ っ と 購 入 し て 見 た ん で す が 、 二 十 五 年 度

の 実 績 で 一 番 ふ る さ と 納 税 を 受 け て い る の は 長 崎 県 の 平 戸 市 、 も う 十 億 超 え て い ま す 。 二 番 手 、 三 番 手 、 四 番 手 は 八 億 、

八 億 、 七 億 台 で 、 い ず れ に し て も 藤 崎 町 よ り 人 口 が 少 な い 、 七 千 、 六 千 人 規 模 の 町 が い ろ い ろ 発 信 力 を 持 っ て ふ る さ と

納税をいただいて、それをまた地域の活性化につなげているというところも現状でございます。  

  今この議案に際しまして、まずはふるさと納税する人をどの部門に使っていただきたいという要望をまず受けます。そ

し て 、 ど う い う も の を 発 信 す る か と い う の は 今 ま で は 三 千 円 程 度 の 特 産 物 で ご ざ い ま し た け れ ど も 、 納 税 額 に よ っ て ち

ょ っ と め り 張 り を つ け た よ う な 地 方 を 発 信 す る よ う な 特 産 物 を や る よ う に 、 今 、 四 月 二 十 日 ま で そ の 素 案 が ま と ま り ま

す 。 皆 さ ん も ご 存 じ の と お り 、 二 年 前 の 母 の 日 に ふ じ り ん ご ふ る さ と 応 援 大 使 を 任 命 、 拝 命 受 け た 梅 沢 富 美 男 さ ん か ら 、

町 長 、 ぜ ひ と も 私 を 使 っ て く れ と 、 私 の 写 真 も 使 っ て く れ と 、 そ し て な お か つ 意 義 あ る よ う な ま ち づ く り に 全 国 か ら 納

税 者 を 募 り な が ら 、 ま た 藤 崎 の 物 産 を お 返 し と い う こ と で 活 性 化 に も つ な が る ん じ ゃ な い か と い う こ と で 、 一 月 の パ ル

シ ス テ ム の 新 年 賀 詞 交 換 会 終 わ っ た 後 に 東 京 で ま た そ の よ う な お 話 を し て ご ざ い ま す 。 で す か ら 、 四 月 二 十 九 日 、 合 併

十 周 年 で 記 念 式 典 に お 祝 い に 駆 け つ け て く れ る ま で 素 案 を つ く っ て 、 そ れ を 見 て い た だ い て 、 そ れ で ゴ ー サ イ ン 出 れ ば

い ろ い ろ プ リ ン ト し て 全 国 発 信 を し て い き た い と 。 も ち ろ ん そ れ は チ ラ シ だ け で な く し て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を い っ ぱ

い活用しながら全国発信していきたいと、そういう思いでございます。以上であります。  

○議長（野呂日出男君）  

  奈良岡文英君。  

○五番（奈良岡文英君）  

  我が町を応援するという意味で納税するのはいいんですけれども、特産品欲しさに納税するというのであれば趣旨が違
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っ て く る と 思 う の で 、 そ の 辺 は 方 向 性 を 間 違 わ な い よ う に 、 こ の ふ る さ と 納 税 制 度 は 運 用 し て い た だ き た い と 思 い ま す 。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第八号を採決いたします。議案第八号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第八号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十三、議案第九号藤崎町ふじさき応援基金条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第九号を採決いたします。議案第九号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第九号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十四、議案第十号藤崎町農業者トレーニングセンター条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十号を採決いたします。議案第十号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  



 - 12 - 

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十五、議案第十一号藤崎町介護保険条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十一号を採決いたします。議案第十一号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議がありますので、討論を行います。  

  まず、原案に反対者の発言を許します。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  本議案、介護保険条例の一部を改正する条例案でありますけれども、高齢化の進展に伴って介護給付費及び予防費の増

大 に 伴 い 、 藤 崎 町 に お い て も 標 準 月 額 五 千 八 百 五 十 円 か ら 六 千 五 百 円 に 増 加 す る 内 容 を 主 な る も の と す る も の で あ り ま

す 。 今 回 は 低 所 得 者 階 層 を 低 所 得 者 軽 減 措 置 も と っ て い る わ け で あ り ま す け れ ど も 、 い ず れ に し て も 全 体 と し ま し て は

保 険 料 の 引 き 上 げ の 連 続 で あ り ま す し 、 今 後 こ の よ う に こ の 制 度 を 維 持 し て い く と い う よ う な こ と か ら 見 ま す と 、 こ う

し た 事 態 を 回 避 す る た め に は 介 護 保 険 の 財 源 構 成 の 中 で 国 の 負 担 割 合 を 現 行 よ り 五 ％ 以 上 引 き 上 げ る と い う こ と 、 あ る

い は ま た は 調 整 交 付 金 を 一 〇 ％ 確 保 す る と い う こ と で あ り ま す 。 ま た は 、 弘 前 市 で や っ て い る よ う な こ と で あ り ま す け

れ ど も 、 市 町 村 の 一 般 会 計 か ら 繰 り 入 れ を 実 施 す る こ と に よ っ て 連 続 的 な 引 き 上 げ を 回 避 す る こ と が で き る ん だ ろ う と

思 っ て お り ま す 。 い ず れ に し ま し て も 、 ル ー ル 分 に 基 づ い て 精 査 し た 上 で の 保 険 料 の 算 定 で あ り ま す け れ ど も 、 消 費 税

増 税 の 住 民 負 担 の 増 加 な ど 、 住 民 負 担 の 軽 減 の た め に も こ れ 以 上 介 護 保 険 料 を 引 き 上 げ な い と い う 消 費 税 増 税 時 の 財 源
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構成の見直しをはっきり要求する意味でも、本条例に賛成できません。  

○議長（野呂日出男君）  

  次に、原案に賛成者の発言を許します。小野  稔君。  

○六番（小野  稔君）  

  私は、この藤崎町介護保険条例の一部を改正する条例案に賛成するものであります。  

  今回の条例案は、介護を必要とする町民へ安定した介護保険サービスの提供や介護事業、予防事業、生活支援事業の体

制 整 備 を 円 滑 に 実 施 す る た め の 必 要 な 条 例 改 正 だ と 思 っ て お り ま す 。 ま た 、 第 六 期 の 介 護 保 険 法 第 百 二 十 九 条 の 規 定 に

基 づ き 、 ル ー ル ど お り 算 定 さ れ て お り ま す 。 先 ほ ど 述 べ ま し た 弘 前 の 事 例 は 、 私 は そ れ は 反 し て い る も の と 思 っ て お り

ます。ですから、今後さらなる地域福祉の向上に期するものと認め、賛成するものであります。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終わります。  

  これから議案第十一号を採決いたします。この採決は起立によって行います。議案第十一号は原案のとおり決すること

に賛成の方は起立を願います。  

     〔賛成者起立〕  

○議長（野呂日出男君）  

  起立多数であります。よって、議案第十一号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十六、議案第十二号藤崎町町営住宅条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十二号を採決いたします。議案第十二号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十二号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十七、議案第十三号藤崎町保育の実施に関する条例を廃止する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十三号を採決いたします。議案第十三号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十三号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十八、議案第十四号青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村職員退職

手当組合規約の変更についてを議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十四号を採決いたします。議案第十四号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十四号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十九、議案第十五号友好都市の提携の件を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  
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  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十五号を採決いたします。議案第十五号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十五号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十、議案第十六号町長が専決処分することのできる事項の件を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十六号を採決いたします。議案第十六号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十六号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十一、議案第十七号町道路線の認定の件を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十七号を採決いたします。議案第十七号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十七号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十二、議案第十八号町道路線の変更の件を議題といたします。  
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  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十八号を採決いたします。議案第十八号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十八号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十三、議案第十九号平成二十六年度藤崎町一般会計補正予算（第十回）案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  補正予算でございます。議案第十九号。ページ数でいきますと、歳出の二十二ページ、一般管理費、この空き家解体工

事 費 三 十 二 万 四 千 円 計 上 さ れ て い る の は 、 こ れ は 多 分 一 件 分 の こ と な の か な と 思 う ん で す け れ ど も 、 今 年 度 と い う か 、

平成二十六年度全体としてはこれの対象になったのは何件ほどあるのかということについてお聞きいたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいまの空き家の解体の工事費の関係のお話でございますけれども、恐らく質問になっているのは補助の対象になっ

た 方 と い う こ と の 理 解 で よ ろ し い で し ょ う か 。 （ 「 は い 」 の 声 あ り ） 補 助 の 対 象 に な っ た 方 に つ き ま し て は 、 二 件 で ご

ざいます。以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  
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○十三番（浅利直志君）  

  解体までいかずに、今後の移住だとか、そういうものに使える財産については有効活用するということも含めて今後検

討 し て い た だ き た い し 、 い く 必 要 が あ る の か な と 思 い ま す け れ ど も 、 そ こ で 、 そ の 空 き 家 の 所 有 者 調 査 等 業 務 委 託 料 と

い う こ と で 五 十 七 万 五 千 円 ほ ど 計 上 さ れ て お る ん で す け れ ど も 、 こ れ は 計 上 せ ざ る を 得 な い 理 由 な り 、 計 上 の 理 由 、 根

拠を明らかにしていただきたいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  空き家所有者の調査等業務委託料の計上理由ということでございますけれども、今回対象になっている空き家につきま

し て は 横 町 の 鹿 島 神 社 の と こ ろ に あ り ま す 空 き 家 で ご ざ い ま す 。 所 有 権 の あ る 方 が 亡 く な っ て お り ま し て 、 そ の 相 続 の

対 象 と な る 子 供 さ ん が 三 人 お り ま す 。 一 人 に つ き ま し て は 近 隣 の 町 村 に お 住 ま い で あ ら れ ま す け れ ど も 、 あ と の 二 人 に

つ き ま し て は 東 京 の ほ う へ 出 て お ら れ ま す 。 空 き 家 の 処 理 を し て い く に 当 た っ て 、 相 手 方 の 存 在 の 有 無 を 確 定 す る 必 要

が ご ざ い ま す 。 そ の た め に は 、 公 示 送 達 と い う 手 続 が 必 要 に な り ま す 。 こ の 公 示 送 達 の 手 続 に 当 た り ま し て 、 東 京 在 住

と い う こ と で 東 京 の ほ う に 本 来 で あ れ ば 職 員 が 出 向 い て 調 査 を し て 確 認 す る と い う こ と に な る わ け で す け れ ど も 、 弁 護

士 さ ん と も 三 回 ほ ど 相 談 を し ま し た 。 弁 護 士 さ ん の ア ド バ イ ス と い た し ま し て 、 弁 護 士 さ ん に 委 託 す る 形 で や っ た ほ う

が 職 員 が 直 接 行 っ て 確 認 を し た 場 合 よ り も 経 費 的 に も 安 上 が り に な り ま す し 、 あ と 、 も し 裁 判 に な っ た 場 合 の 立 証 と い

う こ と に な り ま す と 、 職 員 が 行 っ て 確 認 を す る 場 合 は 少 し 弱 く な る と い う ふ う な ア ド バ イ ス を い た だ き ま し て 、 今 回 こ

の費用の計上をしたものでございます。以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  
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○十三番（浅利直志君）  

  そうしますと、弁護士に依頼するということなんですか。そこまでいかざるを得ない、つまり一人は近所に住んで、あ

と 二 人 相 続 人 が い る ん だ と 。 で も 、 行 方 不 明 か 何 か だ と い う 意 味 な ん で す か 。 所 在 、 長 期 不 在 だ と か 、 長 期 不 在 じ ゃ な

くて行方不明状態だというような現状なんですか。  

○議長（野呂日出男君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  当然、空き家条例に基づきまして通知等を出してございます。その通知等を出したところ、居所不明ということで郵便

が 返 っ て き て お り ま す 。 で す の で 、 そ の 前 に 手 続 を 進 め る た め に は そ の 公 示 送 達 と い う 手 続 が 必 要 に な る わ け で ご ざ い

ま す 。 し た が い ま し て 、 先 ほ ど 申 し 上 げ ま し た よ う に 弁 護 士 さ ん の ほ う に お 願 い す る 必 要 が 出 て く る と い う こ と で ご ざ

います。以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  私、鹿島神社の中にあるんだということなんですけれども、そうすれば、地元にいる、どれぐらいの建物なんですか、

それは。どれぐらいの建物なのかということ。築何年ぐらいで。  

○議長（野呂日出男君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいま鹿島神社の中というお話をされましたけれども、付近でございますので、そこは訂正いたしたいと思います。
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そ れ か ら 、 住 宅 の 面 積 と い う こ と で ご ざ い ま す け れ ど も 、 ち ょ っ と 詳 細 な 資 料 が 手 元 に な い ん で す が 、 記 憶 で す と 百 平

米程度だというふうに理解をしてございます。以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  次のページ、二十三ページの地方創生先行型にかかわることなんですけれども、その中で委託料で加工特産品実践業務

委 託 料 と い う こ と で 、 農 産 物 拠 点 づ く り の ア ド バ イ ザ ー も 百 万 円 ほ ど で 報 償 費 と し て 支 払 い つ つ 、 加 工 品 の 実 践 業 務 委

託 料 と し て 四 百 万 円 ほ ど 支 出 す る 、 平 成 二 十 七 年 度 に 補 正 で 組 ん で 、 執 行 は 二 十 七 年 度 と い う こ と な ん で す け れ ど も 、

こ れ は ど う い う も の を 一 次 加 工 品 を つ く る と い う こ と な の か 、 そ の 辺 は ど う い う こ と を 想 定 し て い ら っ し ゃ る の か 、 お

聞きいたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  今回の創生型では、今後のことを考えると先に先行して行ったほうがいいということで、今回の農産物加工のほうにも

補 正 予 算 を 計 上 し て ご ざ い ま す 。 主 な も の と し て は 、 本 予 算 の ほ う で も つ い て い る ん で す け れ ど も 、 こ ち ら の ほ う は 人

材 育 成 と い う こ と に 重 き を 置 い て 、 農 家 の 方 、 そ れ か ら 一 般 の 方 で も 食 品 加 工 に つ い て 学 ん で も ら っ て 、 そ う い う 加 工

の 輪 を 広 げ よ う と い う 目 的 で 行 う も の で ご ざ い ま す 。 大 き な も の と し て は 、 食 品 加 工 セ ミ ナ ー と か 販 路 拡 大 セ ミ ナ ー と

か い う よ う な こ と を 実 施 し ま し て 、 加 工 に つ い て 学 ん で も ら お う と い う こ と で 取 り 組 む も の で ご ざ い ま す 。 主 な も の と

してはドレッシング、それからホットパック、レトルト、こういったものを試作してみようと考えてございます。  

○議長（野呂日出男君）  
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  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  同じページ数でいけば二十三ページです。報償費。農産物拠点づくりアドバイザー料百万円ほどとなっておりますけれ

ど も 、 こ れ は 年 間 契 約 で ア ド バ イ ザ ー 料 を 払 う と い う こ と な ん で す か 。 ど う い う 部 門 の ア ド バ イ ス を 受 け る と い う 契 約 、

積 算 に 基 づ い て 百 万 円 ほ ど 、 こ れ 百 万 円 が 相 場 な ん で す か 。 五 十 万 円 で な く て 百 万 円 ぐ ら い が 相 場 な ん で す か 。 そ の 辺

はどういう取り扱いなんでしょうか。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  今回も地方創生の大きなテーマとして六次産業化ということで、食をテーマにして今後進めていく上で必要なアドバイ

スを受けるための経費を年間予算として計上したものでございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十九号を採決いたします。議案第十九号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十九号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十四、議案第二十号平成二十六年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予算（第四回）案を議題と

いたします。  
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  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十号を採決いたします。議案第二十号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十五、議案第二十一号平成二十六年度藤崎町後期高齢者医療特別会計補正予算（第四回）案を議題といたしま

す。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十一号を採決いたします。議案第二十一号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十一号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十六、議案第二十二号平成二十六年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計補正予算（第四回）案を議題とい

たします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十二号を採決いたします。議案第二十二号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十二号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十七、議案第二十三号平成二十六年度藤崎町水道事業会計補正予算（第三回）案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十三号を採決いたします。議案第二十三号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十三号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十八、議案第二十四号平成二十六年度藤崎町下水道事業会計補正予算（第四回）案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十四号を採決いたします。議案第二十四号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十四号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十九、予算特別委員会報告を議題といたします。  

  お諮りいたします。本件は議員全員で構成する予算特別委員会の審査であり、委員長から報告書が提出され、お手元に

配 付 し て い る と お り で あ り ま す 。 委 員 長 報 告 は 会 議 規 則 第 三 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 省 略 い た し た い と 思 い ま す が 、

ご異議ありませんか。  
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。  

  次に、平成二十七年度各会計予算案の議案第二十五号から議案第三十号までは、議員全員による予算特別委員会で審議

いたしましたので、説明、質疑及び討論を省略して、採決いたします。  

  日程第三十、議案第二十五号平成二十七年度藤崎町一般会計予算案を議題とします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議がありますので、討論を行います。  

  まず、原案に反対者の発言を許します。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  平成二十七年度予算は歳入歳出七十億七千万円ほどの予算であり、町民の福祉、教育、子育て支援にかかわる町民の暮

らしに直結する予算であります。しかしながら、本予算に賛成できません。  

  その理由は、第一に、原子力施設立地対策補助金二千百万円、原子力核燃サイクル推進事業、この二千百万円は電気料

金の引き下げや、あるいはまた原発廃炉の費用などに充てるべきものであるという立場から賛成できません。  

  第二の理由は、国の施策で強力に進めていることでもあるんですけれども、社会保障・税番号システム整備事業推進、

こ の た め に 五 千 五 百 三 十 万 円 ほ ど 支 出 す る わ け で あ り ま す け れ ど も 、 マ イ ナ ン バ ー 制 度 の た め の 投 資 で あ り ま す け れ ど

も 、 中 止 す べ き だ と 思 い ま す 。 確 か に 事 務 事 業 や あ る い は ま た 国 の 税 や 医 療 の 管 理 強 化 に は 役 立 つ で あ り ま し ょ う け れ
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ど も 、 プ ラ イ バ シ ー の 保 護 優 先 あ る い は ま た 個 人 情 報 の 流 出 対 策 、 さ ま ざ ま な 点 で 問 題 も あ り 、 中 止 す べ き だ と い う ふ

うに思います。  

  第三の理由は、子供の医療費無料化は評価しているところでありますけれども、所得制限の撤廃もしくは所得制限の大

幅な緩和措置を講ずるべきであるということであります。  

  第四は、パート職員等の処遇改善に踏み出されていないと。官製ワーキングプアをなくする方向でやるべきだと思って

おりますので、平成二十七年度本予算に賛成できません。反対です。  

○議長（野呂日出男君）  

  次に、原案に賛成者の発言を許します。奈良完治君。  

○一番（奈良完治君）  

  平成二十七年度藤崎町一般会計予算案に賛成するものであります。  

  普通交付税の減額の中、町政の発展、住民福祉向上に向けた苦心したバランスのよい予算だと思います。緊急の課題で

あ る 少 子 化 対 策 、 中 学 生 ま で の 医 療 費 給 付 事 業 、 そ し て 学 童 保 育 の 時 間 延 長 な ど 、 健 康 対 策 で は 特 定 健 診 、 が ん 検 診 な

ど の ほ か に 新 た に 不 妊 治 療 へ の 補 助 な ど 、 産 業 振 興 で は 担 い 手 育 成 事 業 、 農 産 物 拠 点 づ く り 事 業 の 推 進 、 ま た 商 工 会 の 、

微 増 で は あ り ま す が 補 助 金 の 支 出 、 食 の 魅 力 づ く り の 推 進 と ふ じ ワ ン グ ラ ン プ リ の 開 催 と 地 域 活 性 化 を 図 る 予 算 で あ り 、

原案に賛成するものであります。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終わります。  

  これから議案第二十五号を採決いたします。この採決は起立によって行います。議案第二十五号は原案のとおり決する

ことに賛成の方は起立願います。  

     〔賛成者起立〕  
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○議長（野呂日出男君）  

  賛成多数であります。よって、議案第二十五号は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十一、議案第二十六号平成二十七年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計予算案を議題とします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十二、議案第二十七号平成二十七年度藤崎町後期高齢者医療特別会計予算案を議題といたします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十三、議案第二十八号平成二十七年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計予算案を議題といたします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議がありますので、討論を行います。  
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  まず、原案に反対者の発言を許します。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  介護保険特別会計予算の議案でございます。介護保険特別会計事業予算は十七億二千八百万円余の予算であり、担当課

関 係 者 に お い て 介 護 事 業 を 円 滑 に 進 め る た め 苦 労 し て 作 成 さ れ た も の で ご ざ い ま す 。 た だ し 、 全 体 と し て は 保 険 料 の 引

き 上 げ で あ り 、 そ の 負 担 は 制 度 発 足 当 初 か ら 見 れ ば 二 倍 近 い も の に な ろ う と し て お り ま す 。 全 国 的 に 見 れ ば 二 倍 近 い も

の に な ろ う と し て お り ま す 。 ま た 、 介 護 施 設 事 業 者 報 酬 の 削 減 も 見 込 ま れ て お り 、 介 護 施 設 従 事 者 や 事 業 者 の 不 安 が 出

て い る 状 況 で あ り ま す 。 し た が い ま し て 、 こ れ ら の 不 安 の 解 消 の た め に は 今 後 の 限 界 に 近 づ い て い る 介 護 保 険 制 度 の 制

度 改 正 も 十 分 視 野 に 入 れ て 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い と 思 い ま す 。 特 に 国 の 国 庫 負 担 割 合 の 五 ％ 以 上 の 引 き 上 げ を 国 に

はっきり求めていくという意味からも、本介護保険会計の予算案に賛成できません。以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  次に、原案に賛成者の発言を許します。小野  稔君。  

○六番（小野  稔君）  

  私は、議案第二十八号平成二十七年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計予算案に賛成するものであります。  

  なぜならば、私はこの平成二十七年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計予算案に賛成するものです。今回の平成二

十 七 年 度 予 算 は 第 六 期 介 護 保 険 事 業 計 画 に 基 づ き 算 定 さ れ た も の で あ り 、 介 護 を 必 要 と す る 町 民 へ 安 定 し た 介 護 保 険 サ

ービスの提供や介護予防事業を円滑に実施できるこの予算案が適正であることから賛成するものであります。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終わります。  

  これから議案第二十八号を採決いたします。この採決は起立によって行います。議案第二十八号は原案のとおり決する

ことに賛成の方は起立を願います。  



 - 27 - 

     〔賛成者起立〕  

○議長（野呂日出男君）  

  起立多数であります。よって、議案第二十八号は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十四、議案第二十九号平成二十七年度藤崎町水道事業会計予算案を議題といたします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十五、議案第三十号平成二十七年度藤崎町下水道事業会計予算案を議題といたします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十六、常任委員会報告を求めます。  

  まず、総務産業常任委員長から報告を願います。総務産業常任委員長、清水孝夫君。  

○総務産業常任委員長（清水孝夫君）  

  総務産業常任委員会より、閉会中の所管事務調査の件についてご報告申し上げます。  

  去る一月二十一日、常任委員会を開催し、消防について審査し、完成したばかりの東消防署北分署の現地視察を実施い
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た し ま し た 。 旧 東 消 防 署 北 分 署 は 、 昭 和 四 十 六 年 九 月 に 竣 工 し た 建 物 で し た が 、 そ れ を 今 回 、 消 防 防 災 活 動 拠 点 機 能 を

備 え た 近 代 的 な 建 物 と し て 建 て か え た も の で あ り 、 平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 か ら 供 用 開 始 し て お り ま す 。 消 防 庁 舎 は 鉄

骨 づ く り の 平 家 建 て 、 延 べ 面 積 は 六 百 二 十 六 ・ 六 八 平 方 メ ー ト ル あ り 、 大 規 模 災 害 発 生 時 に 地 域 住 民 の 一 時 避 難 所 と し

て も 使 用 で き る 会 議 室 を 設 け た ほ か 、 事 務 室 、 仮 眠 室 、 救 急 車 両 車 庫 な ど 、 日 常 業 務 か ら 出 動 時 ま で 配 慮 し た 施 設 が そ

ろ っ て お り ま す 。 加 え て 、 長 時 間 の 停 電 に も 対 応 で き る 非 常 用 発 電 設 備 を 設 置 す る な ど 、 災 害 対 策 の 強 化 も 図 っ て お り

ま す 。 さ ら に は 、 隣 接 し て 鉄 骨 づ く り の 平 家 建 て の 水 防 倉 庫 も 併 設 し て お り ま す 。 以 上 の 施 設 を 今 回 視 察 し た わ け で す

が 、 こ の 東 消 防 署 北 分 署 が 新 た に 完 成 し た こ と で 、 地 域 住 民 の 安 全 安 心 の た め に ま す ま す 防 災 活 動 が 充 実 し て い く も の

だと印象づけられました。  

  以上、総務産業常任委員会報告といたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  総務産業常任委員会の報告が終わりました。  

  次に、民生教育常任委員長から報告願います。民生教育常任委員長、小野  稔君。  

○民生教育常任委員長（小野  稔君）  

  民生教育常任委員会より、閉会中の所管事務調査の件についてご報告申し上げます。  

  去る一月二十一日、常任委員会を開催し、小中学校に関することについて審査し、藤崎小学校における電子黒板等のＩ

Ｃ Ｔ 機 器 の 活 用 状 況 及 び 明 徳 中 学 校 に お け る エ ネ ル ギ ー に 関 す る 理 科 教 材 の 活 用 状 況 に つ い て 、 現 地 視 察 を 実 施 し ま し

た。  

  電子黒板及びデジタル教科書は、平成二十五年三月に町内の全ての小中学校に導入されましたが、平成二十六年十二月

の 補 正 予 算 で さ ら に 整 備 を 図 っ て お り ま す 。 今 回 は 藤 崎 小 学 校 の 一 年 生 か ら 六 年 生 ま で の 全 学 年 の 授 業 を 視 察 す る こ と

に よ り ま し て 、 Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 が 有 効 に 活 用 さ れ 、 子 供 た ち が 熱 心 に 授 業 に 取 り 組 ん で い る と こ ろ を 見 る こ と が で き ま し た 。
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ま た 、 明 徳 中 学 校 で は 、 県 の エ ネ ル ギ ー に 関 す る 教 育 支 援 事 業 費 補 助 金 を 財 源 と し て 整 備 し た エ ネ ル ギ ー に 関 す る 理 科

教 材 が 二 年 生 の 理 科 の 発 電 力 、 消 費 電 力 比 較 実 験 に 活 用 さ れ て い る 授 業 を 視 察 す る こ と が で き 、 生 徒 た ち が 生 き 生 き と

勉 強 に 励 む と こ ろ を 目 に す る こ と が で き ま し た 。 今 後 も 電 子 黒 板 等 の Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 を 初 め 、 さ ま ざ ま な 教 材 が 各 小 中 学 校

の授業において効果的な活用充実されていくことを当常任委員会として切に望むものであります。  

  以上で、民生教育常任委員会の報告といたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  民生教育常任委員会の報告が終わりました。  

  日程第三十七、議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題といたします。  

  お諮りいたします。議会運営委員長から、会議規則第七十二条の規定により、お手元に配付しておりますとおり、閉会

中の調査のため特定事件の申し出がありますが、これにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、申し出のとおり決定しました。  

  日程第三十八、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題といたします。  

  お諮りいたします。各常任委員長から、会議規則第七十二条の規定により、お手元に配付しておりますとおり、閉会中

の調査のため特定事件の申し出がありますが、これにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、それぞれの申し出のとおり決定いたしました。  

  これをもって本定例会の会議に付議された事件の審議は全て終了いたしました。  
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  これにて本日の会議を閉じます。  

  よって、平成二十七年第一回藤崎町議会定例会を閉会いたします。  

  ご苦労さまでした。  

閉  会  午前十一時二分  
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